
令 和 ６ 年
３月29日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
人
委
訓
令

山
口
県
人
事
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
選
管
告
示

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
規
程

山
口
県
公
安
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
漁
調
委
告
示

山
口
県
日
本
海
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
瀬
戸
内
海
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
漁
管
委
告
示

山
口
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程

八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
監
査
訓
令

山
口
県
監
査
委
員
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程

九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
収
用
委
告
示

山
口
県
収
用
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程

一
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号

局

中

一

般

山
口
県
人
事
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
訓
令
は
、
山
口
県
公
文
書
等
管
理
条
例
（
令
和
五
年
山
口
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
山
口
県
人
事
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」

と
い
う
。
）
に
お
け
る
公
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

こ
の
訓
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

公
文
書

委
員
会
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
、
図
画
及
び
電
磁
的
記
録

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式

で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と

し
て
、
委
員
会
が
保
有
し
て
い
る
も
の
（
条
例
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

を
い
う
。

二

電
子
文
書

文
書
の
作
成
に
代
え
て
作
成
さ
れ
る
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ

る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

三

簿
冊
等

能
率
的
な
事
務
又
は
事
業
の
処
理
及
び
公
文
書
の
適
切
な
保
存
に
資
す
る
よ
う
、
単

独
で
管
理
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
公
文
書
を
除
き
、
適
時
に
、
相
互
に
密
接
な
関
連

を
有
す
る
公
文
書
（
保
存
期
間
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
一
の
集

合
物
に
ま
と
め
た
も
の
（
以
下
「
簿
冊
」
と
い
う
。
）
及
び
単
独
で
管
理
し
て
い
る
公
文
書
を
い

う
。

四

簿
冊
管
理
簿

簿
冊
等
の
管
理
を
適
切
に
行
う
た
め
、
簿
冊
等
の
分
類
、
名
称
、
保
存
期
間
、

保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
及
び
保
存
場
所
そ
の
他
の
必
要

な
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
い
う
。

五

回
議
書

決
裁
に
係
る
一
切
の
公
文
書
を
い
う
。

（
総
括
文
書
管
理
者
）

第
三
条

委
員
会
の
事
務
局
（
以
下
「
事
務
局
」
と
い
う
。
）
に
総
括
文
書
管
理
者
を
置
く
。

⚒

総
括
文
書
管
理
者
は
、
事
務
局
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

⚓

総
括
文
書
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

簿
冊
管
理
簿
の
調
製
に
関
す
る
こ
と
。

二

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
改
善
措
置
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

三

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
研
修
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。
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四

組
織
の
見
直
し
に
伴
う
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

（
文
書
管
理
者
）

第
四
条

事
務
局
に
文
書
管
理
者
を
置
く
。

⚒

文
書
管
理
者
は
、
事
務
局
次
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

⚓

総
括
文
書
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
文
書
管
理
者
に
充

て
ら
れ
た
者
に
代
え
て
、
当
該
者
以
外
の
者
を
文
書
管
理
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⚔

文
書
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

保
存
に
関
す
る
こ
と
。

二

保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

三

簿
冊
管
理
簿
に
関
す
る
こ
と
。

四

移
管
又
は
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

五

公
文
書
の
管
理
状
況
の
点
検
に
関
す
る
こ
と
。

六

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
職
員
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

（
文
書
取
扱
主
任
等
）

第
五
条

事
務
局
に
文
書
取
扱
主
任
を
置
く
。

⚒

文
書
取
扱
主
任
は
、
事
務
局
の
事
務
を
総
括
す
る
主
幹
を
も
っ
て
充
て
る
。

⚓

文
書
取
扱
主
任
は
、
前
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
文
書
管
理
者
を
補
佐
す
る
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

公
文
書
の
収
受
及
び
発
送
に
関
す
る
こ
と
。

二

公
文
書
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

⚔

文
書
管
理
者
は
、
文
書
取
扱
副
主
任
を
置
き
、
文
書
取
扱
主
任
を
補
佐
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
文
書
及
び
電
子
文
書
の
種
類
）

第
六
条

文
書
及
び
電
子
文
書
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

規
則

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
制
定
す
る
も
の

二

細
則

規
則
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
制
定
す
る
も
の

三

告
示

規
則
等
の
規
定
に
基
づ
い
て
県
内
又
は
関
係
機
関
に
公
示
す
る
も
の

四

公
告

告
示
以
外
で
、
一
般
に
公
示
す
る
も
の

五

訓
令

事
務
局
の
職
員
に
対
し
て
発
す
る
命
令
で
、
一
般
に
知
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
も
の

六

一
般
文
書

通
達
、
通
知
、
報
告
、
勧
告
、
建
議
、
照
会
、
回
答
、
申
請
、
証
明
、
辞
令
、
願

い
、
届
け
、
判
定
書
、
裁
決
書
、
決
定
書
、
裁
定
書
等

（
文
書
番
号
）

第
七
条

一
般
文
書
（
辞
令
、
判
定
書
、
裁
決
書
、
決
定
書
及
び
裁
定
書
を
除
く
。
）
に
は
、
年
度
の

表
示
、
記
号
及
び
番
号
か
ら
な
る
文
書
番
号
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚒

前
項
の
年
度
の
表
示
は
、
文
書
番
号
を
付
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
元
号
の
最
初
の
一
文
字
及
び

当
該
年
度
を
表
す
数
字
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

⚓

第
一
項
の
記
号
は
、
「
人
委
」
と
す
る
。

⚔

第
一
項
の
番
号
は
、
一
連
番
号
と
し
、
会
計
年
度
に
よ
り
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
規
則
等
の
記
号
及
び
番
号
）

第
八
条

規
則
に
は
、
山
口
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
山
口
県
条
例
第
六
十
六
号
）
第
六
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
号
及
び
番
号
を
付
す
る
も
の

と
す
る
。

⚒

細
則
、
告
示
及
び
訓
令
に
は
、
そ
の
種
類
ご
と
に
記
号
及
び
番
号
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

⚓

前
項
の
記
号
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
山
口
県
人
事
委
員
会
細
則
」
、
「
山
口
県
人
事
委
員
会
告
示
」
及

び
「
山
口
県
人
事
委
員
会
訓
令
」
と
す
る
。

⚔

第
二
項
の
番
号
は
、
一
連
番
号
と
し
、
暦
年
に
よ
り
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
信
者
名
）

第
九
条

文
書
及
び
電
子
文
書
の
発
信
者
名
は
、
次
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
長
名
と
す
る
。

一

規
則
、
細
則
、
告
示
、
公
告
、
訓
令
、
辞
令
そ
の
他
委
員
会
名
に
よ
る
こ
と
を
適
当
と
す
る
文

書
及
び
電
子
文
書

委
員
会
名

二

判
定
書
、
裁
決
書
、
決
定
書
及
び
裁
定
書

委
員
の
連
名

三

軽
易
な
文
書
及
び
電
子
文
書
で
事
務
局
長
名
に
よ
る
こ
と
を
適
当
と
す
る
も
の

事
務
局
長
名

四

軽
易
な
文
書
及
び
電
子
文
書
で
事
務
局
次
長
名
に
よ
る
こ
と
を
適
当
と
す
る
も
の

事
務
局
次

長
名

（
決
裁
区
分
）

第
十
条

回
議
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
表
示
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

人
事
委
員
会
の
会
議
に
付
議
す
る
事
案
に
係
る
も
の

甲

二

事
務
局
長
の
専
決
す
べ
き
も
の

乙

三

事
務
局
次
長
の
専
決
す
べ
き
も
の

丙

（
そ
の
他
）

第
十
一
条

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
取
り
扱
う
公

文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
令
和
六
年
山
口
県
訓
令
第
四
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
改
正
）

二
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⚒

山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
山
口
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
を
削
る
。

第
十
五
条
を
第
十
条
と
し
、
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
を
五
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
二
中
「
（
第
十
五
条
関
係
）
」
を
「
（
第
十
条
関
係
）
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
中
「（

第
17条
関
係
）

」
を
「（

第
12条
関
係
）

」
に
改
め
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
五
号

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
山
口
県
公
文
書
等
管
理
条
例
（
令
和
五
年
山
口
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
委
員

会
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
公
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

公
文
書

委
員
会
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
、
図
画
及
び
電
磁
的
記
録

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式

で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と

し
て
、
委
員
会
が
保
有
し
て
い
る
も
の
（
条
例
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

を
い
う
。

二

電
子
文
書

文
書
の
作
成
に
代
え
て
作
成
さ
れ
る
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ

る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

三

簿
冊
等

能
率
的
な
事
務
又
は
事
業
の
処
理
及
び
公
文
書
の
適
切
な
保
存
に
資
す
る
よ
う
、
単

独
で
管
理
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
公
文
書
を
除
き
、
適
時
に
、
相
互
に
密
接
な
関
連

を
有
す
る
公
文
書
（
保
存
期
間
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
一
の
集

合
物
に
ま
と
め
た
も
の
（
以
下
「
簿
冊
」
と
い
う
。
）
及
び
単
独
で
管
理
し
て
い
る
公
文
書
を
い

う
。

四

簿
冊
管
理
簿

簿
冊
等
の
管
理
を
適
切
に
行
う
た
め
、
簿
冊
等
の
分
類
、
名
称
、
保
存
期
間
、

保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
及
び
保
存
場
所
そ
の
他
の
必
要

な
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
い
う
。

五

回
議
書

決
裁
に
係
る
一
切
の
公
文
書
を
い
う
。

（
総
括
文
書
管
理
者
）

第
三
条

委
員
会
の
事
務
局
（
以
下
「
事
務
局
」
と
い
う
。
）
に
総
括
文
書
管
理
者
を
置
く
。

⚒

総
括
文
書
管
理
者
は
、
事
務
局
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

⚓

総
括
文
書
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

簿
冊
管
理
簿
の
調
製
に
関
す
る
こ
と
。

二

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
改
善
措
置
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

三

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
研
修
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

四

組
織
の
見
直
し
に
伴
う
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

（
文
書
管
理
者
）

第
四
条

事
務
局
及
び
地
方
事
務
局
に
文
書
管
理
者
を
置
く
。

⚒

文
書
管
理
者
は
、
事
務
局
の
次
長
及
び
地
方
事
務
局
の
局
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

⚓

総
括
文
書
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
文
書
管
理
者
に
充

て
ら
れ
た
者
に
代
え
て
、
当
該
者
以
外
の
者
を
文
書
管
理
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⚔

文
書
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

保
存
に
関
す
る
こ
と
。

二

保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

三

簿
冊
管
理
簿
に
関
す
る
こ
と
。

四

移
管
又
は
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

五

公
文
書
の
管
理
状
況
の
点
検
に
関
す
る
こ
と
。

六

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
職
員
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

（
文
書
取
扱
主
任
等
）

第
五
条

事
務
局
及
び
地
方
事
務
局
に
文
書
取
扱
主
任
を
置
く
。

⚒

文
書
取
扱
主
任
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
を
も
っ
て
充

て
る
。

一

事
務
局

文
書
管
理
者
が
指
定
す
る
職
員

二

地
方
事
務
局

当
該
地
方
事
務
局
の
次
長

⚓

文
書
取
扱
主
任
は
、
前
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
文
書
管
理
者
を
補
佐
す
る
ほ

二
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か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

公
文
書
の
収
受
及
び
発
送
に
関
す
る
こ
と
。

二

公
文
書
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

⚔

文
書
管
理
者
は
、
文
書
取
扱
副
主
任
を
置
き
、
文
書
取
扱
主
任
を
補
佐
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
文
書
番
号
）

第
六
条

文
書
及
び
電
子
文
書
（
告
示
を
除
く
。
）
に
は
、
年
度
の
表
示
、
記
号
及
び
番
号
か
ら
な
る

文
書
番
号
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚒

前
項
の
年
度
の
表
示
は
、
文
書
番
号
を
付
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
元
号
の
最
初
の
一
文
字
及
び

当
該
年
度
を
表
す
数
字
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

⚓

第
一
項
の
記
号
は
、
「
山
口
県
選
管
」
と
す
る
。

⚔

第
一
項
の
番
号
は
、
一
連
番
号
と
し
、
会
計
年
度
に
よ
り
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
告
示
の
記
号
及
び
番
号
）

第
七
条

告
示
に
は
、
記
号
及
び
番
号
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

⚒

前
項
の
記
号
は
、
「
山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
」
と
す
る
。

⚓

第
一
項
の
番
号
は
、
一
連
番
号
と
し
、
暦
年
に
よ
り
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
信
者
名
）

第
八
条

文
書
及
び
電
子
文
書
の
発
信
者
名
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
決
裁
区
分
）

第
九
条

回
議
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
表
示
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

委
員
長
の
決
裁
す
べ
き
も
の

甲

二

事
務
局
長
の
専
決
す
べ
き
も
の

乙

三

事
務
局
の
次
長
の
専
決
す
べ
き
も
の

丙

（
そ
の
他
）

第
十
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
取
り
扱
う
公
文

書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
令
和
六
年
山
口
県
訓
令
第
四
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
規
程
第
二
号

山
口
県
公
安
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
山
口
県
公
文
書
等
管
理
条
例
（
令
和
五
年
山
口
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
山
口
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員

会
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
公
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

公
文
書

公
安
委
員
会
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
、
図
画
及
び
電
磁
的

記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
組
織
的
に
用
い
る
も

の
と
し
て
、
公
安
委
員
会
が
保
有
し
て
い
る
も
の
（
条
例
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
を
い
う
。

二

電
子
文
書

文
書
の
作
成
に
代
え
て
作
成
さ
れ
る
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ

る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

三

簿
冊
等

能
率
的
な
事
務
又
は
事
業
の
処
理
及
び
公
文
書
の
適
切
な
保
存
に
資
す
る
よ
う
、
単

独
で
管
理
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
公
文
書
を
除
き
、
適
時
に
、
相
互
に
密
接
な
関
連

を
有
す
る
公
文
書
（
保
存
期
間
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
一
の
集

合
物
に
ま
と
め
た
も
の
（
以
下
「
簿
冊
」
と
い
う
。
）
及
び
単
独
で
管
理
し
て
い
る
公
文
書
を
い

う
。

四

簿
冊
管
理
簿

簿
冊
等
の
管
理
を
適
切
に
行
う
た
め
、
簿
冊
等
の
分
類
、
名
称
、
保
存
期
間
、

保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
及
び
保
存
場
所
そ
の
他
の
必
要

な
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
い
う
。

五

回
議
書

決
裁
に
係
る
一
切
の
公
文
書
を
い
う
。

（
総
括
文
書
管
理
者
）

四
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第
三
条

公
安
委
員
会
に
総
括
文
書
管
理
者
を
置
く
。

⚒

総
括
文
書
管
理
者
は
、
警
務
部
総
務
課
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

⚓

総
括
文
書
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

簿
冊
管
理
簿
の
調
製
に
関
す
る
こ
と
。

二

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
改
善
措
置
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

三

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
研
修
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

四

組
織
の
見
直
し
に
伴
う
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

（
文
書
管
理
者
）

第
四
条

公
安
委
員
会
に
文
書
管
理
者
を
置
く
。

⚒

文
書
管
理
者
は
、
公
安
委
員
会
会
務
官
を
も
っ
て
充
て
る
。

⚓

総
括
文
書
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
文
書
管
理
者
に
充

て
ら
れ
た
者
に
代
え
て
、
当
該
者
以
外
の
者
を
文
書
管
理
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⚔

文
書
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

保
存
に
関
す
る
こ
と
。

二

保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

三

簿
冊
管
理
簿
に
関
す
る
こ
と
。

四

移
管
又
は
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

五

公
文
書
の
管
理
状
況
の
点
検
に
関
す
る
こ
と
。

六

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
職
員
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

（
文
書
取
扱
主
任
等
）

第
五
条

公
安
委
員
会
に
文
書
取
扱
主
任
を
置
く
。

⚒

文
書
取
扱
主
任
は
、
文
書
管
理
者
が
指
定
す
る
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

⚓

文
書
取
扱
主
任
は
、
前
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
文
書
管
理
者
を
補
佐
す
る
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

公
文
書
の
収
受
及
び
発
送
に
関
す
る
こ
と
。

二

公
文
書
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

⚔

文
書
管
理
者
は
、
文
書
取
扱
副
主
任
を
置
き
、
文
書
取
扱
主
任
を
補
佐
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
公
文
書
）

第
六
条

公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
公
文
書
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

公
安
委
員
会
の
会
議
録
（
公
安
委
員
会
の
会
議
に
提
出
さ
れ
た
文
書
で
あ
っ
て
、
公
安
委
員
会

が
会
議
録
と
併
せ
て
保
有
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
も
の
を
含
む
。
）

二

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
四
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
事
務
に
関
す

る
公
文
書

三

警
察
法
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
事
務
に
関
す
る
公
文
書

四

警
察
署
協
議
会
に
関
す
る
公
文
書

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
公
文
書

（
文
書
番
号
）

第
七
条

文
書
及
び
電
子
文
書
に
は
、
記
号
及
び
番
号
か
ら
な
る
文
書
番
号
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

⚒

前
項
の
記
号
は
、
「
山
公
委
」
と
す
る
。

⚓

第
一
項
の
番
号
は
、
一
連
番
号
と
し
、
暦
年
に
よ
り
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
信
者
名
）

第
八
条

文
書
及
び
電
子
文
書
の
発
信
者
名
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
文
書
及
び
電
子
文
書
の
例
式
）

第
九
条

文
書
の
例
式
は
、
山
口
県
公
安
委
員
会
の
文
書
例
式
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
山

口
県
公
安
委
員
会
規
程
第
一
号
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

⚒

電
子
文
書
の
例
式
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
公
安
委
員
会
の
文
書
例
式
等
に
関
す
る
規
程
の
規
定
の

例
に
よ
る
。

（
決
裁
区
分
）

第
十
条

回
議
書
に
は
、
別
に
定
め
る
決
裁
区
分
に
よ
り
、
別
に
定
め
る
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
簿
冊
管
理
簿
の
閲
覧
及
び
公
表
）

第
十
一
条

簿
冊
管
理
簿
は
、
警
務
部
警
察
県
民
課
に
備
え
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
）

第
十
二
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
取
り
扱
う
公

文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
令
和
六
年
山
口
県
訓
令
第
四
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
口
県
公
安
委
員
会
公
文
書
取
扱
規
程
の
廃
止
）

⚒

山
口
県
公
安
委
員
会
公
文
書
取
扱
規
程
（
平
成
十
三
年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
程
第
三
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

四

山 口 県 報令和６年３月29日 金曜日 （号 外−26）

五

山 口 県 報令和６年３月29日 金曜日 （号 外−26）



漁
業
調
整
委
員
会

山
口
県
日
本
海
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
一
号

山
口
県
日
本
海
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
日
本
海
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

濵

本

幾

男

山
口
県
日
本
海
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
山
口
県
公
文
書
等
管
理
条
例
（
令
和
五
年
山
口
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
山
口
県
日
本
海
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
公
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

公
文
書

委
員
会
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
、
図
画
及
び
電
磁
的
記
録

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式

で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と

し
て
、
委
員
会
が
保
有
し
て
い
る
も
の
（
条
例
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

を
い
う
。

二

電
子
文
書

文
書
の
作
成
に
代
え
て
作
成
さ
れ
る
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ

る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

三

簿
冊
等

能
率
的
な
事
務
又
は
事
業
の
処
理
及
び
公
文
書
の
適
切
な
保
存
に
資
す
る
よ
う
、
単

独
で
管
理
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
公
文
書
を
除
き
、
適
時
に
、
相
互
に
密
接
な
関
連

を
有
す
る
公
文
書
（
保
存
期
間
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
一
の
集

合
物
に
ま
と
め
た
も
の
（
以
下
「
簿
冊
」
と
い
う
。
）
及
び
単
独
で
管
理
し
て
い
る
公
文
書
を
い

う
。

四

簿
冊
管
理
簿

簿
冊
等
の
管
理
を
適
切
に
行
う
た
め
、
簿
冊
等
の
分
類
、
名
称
、
保
存
期
間
、

保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
及
び
保
存
場
所
そ
の
他
の
必
要

な
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
い
う
。

五

回
議
書

決
裁
に
係
る
一
切
の
公
文
書
を
い
う
。

（
総
括
文
書
管
理
者
）

第
三
条

委
員
会
の
事
務
局
に
総
括
文
書
管
理
者
を
置
く
。

⚒

総
括
文
書
管
理
者
は
、
事
務
局
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

⚓

総
括
文
書
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

保
存
に
関
す
る
こ
と
。

二

保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

三

簿
冊
管
理
簿
に
関
す
る
こ
と
。

四

移
管
又
は
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

五

公
文
書
の
管
理
状
況
の
点
検
に
関
す
る
こ
と
。

六

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
職
員
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

七

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
改
善
措
置
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

八

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
研
修
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

九

組
織
の
見
直
し
に
伴
う
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

（
文
書
取
扱
主
任
等
）

第
四
条

委
員
会
の
事
務
局
に
文
書
取
扱
主
任
を
置
く
。

⚒

文
書
取
扱
主
任
は
、
総
括
文
書
管
理
者
が
指
定
す
る
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

⚓

文
書
取
扱
主
任
は
、
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
総
括
文
書
管
理
者
を
補
佐
す
る

ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

公
文
書
の
収
受
及
び
発
送
に
関
す
る
こ
と
。

二

公
文
書
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

⚔

総
括
文
書
管
理
者
は
、
文
書
取
扱
副
主
任
を
置
き
、
文
書
取
扱
主
任
を
補
佐
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
文
書
番
号
）

第
五
条

文
書
及
び
電
子
文
書
（
告
示
を
除
く
。
）
に
は
、
年
度
の
表
示
、
記
号
及
び
番
号
か
ら
な
る

文
書
番
号
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚒

前
項
の
年
度
の
表
示
は
、
文
書
番
号
を
付
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
元
号
の
最
初
の
一
文
字
及
び

当
該
年
度
を
表
す
数
字
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

⚓

第
一
項
の
記
号
は
、
「
山
日
漁
調
」
と
す
る
。

⚔

第
一
項
の
番
号
は
、
一
連
番
号
と
し
、
会
計
年
度
に
よ
り
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
告
示
の
記
号
及
び
番
号
）

第
六
条

告
示
に
は
、
記
号
及
び
番
号
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

六

山 口 県 報令和６年３月29日 金曜日 （号 外−26）



⚒

前
項
の
記
号
は
、
「
山
口
県
日
本
海
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
」
と
す
る
。

⚓

第
一
項
の
番
号
は
、
一
連
番
号
と
し
、
暦
年
に
よ
り
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
信
者
名
）

第
七
条

文
書
及
び
電
子
文
書
の
発
信
者
名
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
決
裁
区
分
）

第
八
条

回
議
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
表
示
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

会
長
の
決
裁
す
べ
き
も
の

甲

二

事
務
局
長
の
専
決
す
べ
き
も
の

乙

（
そ
の
他
）

第
九
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
取
り
扱
う
公
文

書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
令
和
六
年
山
口
県
訓
令
第
四
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
瀬
戸
内
海
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
一
号

山
口
県
瀬
戸
内
海
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
瀬
戸
内
海
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

森

友

信

山
口
県
瀬
戸
内
海
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
山
口
県
公
文
書
等
管
理
条
例
（
令
和
五
年
山
口
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
山
口
県
瀬
戸
内
海
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
公
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

公
文
書

委
員
会
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
、
図
画
及
び
電
磁
的
記
録

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式

で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と

し
て
、
委
員
会
が
保
有
し
て
い
る
も
の
（
条
例
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

を
い
う
。

二

電
子
文
書

文
書
の
作
成
に
代
え
て
作
成
さ
れ
る
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ

る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

三

簿
冊
等

能
率
的
な
事
務
又
は
事
業
の
処
理
及
び
公
文
書
の
適
切
な
保
存
に
資
す
る
よ
う
、
単

独
で
管
理
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
公
文
書
を
除
き
、
適
時
に
、
相
互
に
密
接
な
関
連

を
有
す
る
公
文
書
（
保
存
期
間
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
一
の
集

合
物
に
ま
と
め
た
も
の
（
以
下
「
簿
冊
」
と
い
う
。
）
及
び
単
独
で
管
理
し
て
い
る
公
文
書
を
い

う
。

四

簿
冊
管
理
簿

簿
冊
等
の
管
理
を
適
切
に
行
う
た
め
、
簿
冊
等
の
分
類
、
名
称
、
保
存
期
間
、

保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
及
び
保
存
場
所
そ
の
他
の
必
要

な
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
い
う
。

五

回
議
書

決
裁
に
係
る
一
切
の
公
文
書
を
い
う
。

（
総
括
文
書
管
理
者
）

第
三
条

委
員
会
の
事
務
局
に
総
括
文
書
管
理
者
を
置
く
。

⚒

総
括
文
書
管
理
者
は
、
事
務
局
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

⚓

総
括
文
書
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

保
存
に
関
す
る
こ
と
。

二

保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

三

簿
冊
管
理
簿
に
関
す
る
こ
と
。

四

移
管
又
は
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

五

公
文
書
の
管
理
状
況
の
点
検
に
関
す
る
こ
と
。

六

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
職
員
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

七

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
改
善
措
置
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

八

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
研
修
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

九

組
織
の
見
直
し
に
伴
う
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

（
文
書
取
扱
主
任
等
）

第
四
条

委
員
会
の
事
務
局
に
文
書
取
扱
主
任
を
置
く
。

⚒

文
書
取
扱
主
任
は
、
総
括
文
書
管
理
者
が
指
定
す
る
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

⚓

文
書
取
扱
主
任
は
、
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
総
括
文
書
管
理
者
を
補
佐
す
る

ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

公
文
書
の
収
受
及
び
発
送
に
関
す
る
こ
と
。

六

山 口 県 報令和６年３月29日 金曜日 （号 外−26）

七

山 口 県 報令和６年３月29日 金曜日 （号 外−26）



二

公
文
書
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

⚔

総
括
文
書
管
理
者
は
、
文
書
取
扱
副
主
任
を
置
き
、
文
書
取
扱
主
任
を
補
佐
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
文
書
番
号
）

第
五
条

文
書
及
び
電
子
文
書
（
告
示
を
除
く
。
）
に
は
、
年
度
の
表
示
、
記
号
及
び
番
号
か
ら
な
る

文
書
番
号
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚒

前
項
の
年
度
の
表
示
は
、
文
書
番
号
を
付
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
元
号
の
最
初
の
一
文
字
及
び

当
該
年
度
を
表
す
数
字
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

⚓

第
一
項
の
記
号
は
、
「
山
瀬
漁
調
」
と
す
る
。

⚔

第
一
項
の
番
号
は
、
一
連
番
号
と
し
、
会
計
年
度
に
よ
り
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
告
示
の
記
号
及
び
番
号
）

第
六
条

告
示
に
は
、
記
号
及
び
番
号
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

⚒

前
項
の
記
号
は
、
「
山
口
県
瀬
戸
内
海
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
」
と
す
る
。

⚓

第
一
項
の
番
号
は
、
一
連
番
号
と
し
、
暦
年
に
よ
り
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
信
者
名
）

第
七
条

文
書
及
び
電
子
文
書
の
発
信
者
名
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
決
裁
区
分
）

第
八
条

回
議
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
表
示
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

会
長
の
決
裁
す
べ
き
も
の

甲

二

事
務
局
長
の
専
決
す
べ
き
も
の

乙

（
そ
の
他
）

第
九
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
取
り
扱
う
公
文

書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
令
和
六
年
山
口
県
訓
令
第
四
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

漁
場
管
理
委
員
会

山
口
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

山
口
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

酒

井

治

己

山
口
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
山
口
県
公
文
書
等
管
理
条
例
（
令
和
五
年
山
口
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
山
口
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
（
以
下

「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
公
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

公
文
書

委
員
会
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
、
図
画
及
び
電
磁
的
記
録

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式

で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と

し
て
、
委
員
会
が
保
有
し
て
い
る
も
の
（
条
例
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

を
い
う
。

二

電
子
文
書

文
書
の
作
成
に
代
え
て
作
成
さ
れ
る
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ

る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

三

簿
冊
等

能
率
的
な
事
務
又
は
事
業
の
処
理
及
び
公
文
書
の
適
切
な
保
存
に
資
す
る
よ
う
、
単

独
で
管
理
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
公
文
書
を
除
き
、
適
時
に
、
相
互
に
密
接
な
関
連

を
有
す
る
公
文
書
（
保
存
期
間
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
一
の
集

合
物
に
ま
と
め
た
も
の
（
以
下
「
簿
冊
」
と
い
う
。
）
及
び
単
独
で
管
理
し
て
い
る
公
文
書
を
い

う
。

四

簿
冊
管
理
簿

簿
冊
等
の
管
理
を
適
切
に
行
う
た
め
、
簿
冊
等
の
分
類
、
名
称
、
保
存
期
間
、

保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
及
び
保
存
場
所
そ
の
他
の
必
要

な
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
い
う
。

五

回
議
書

決
裁
に
係
る
一
切
の
公
文
書
を
い
う
。

（
総
括
文
書
管
理
者
）

第
三
条

委
員
会
の
事
務
局
に
総
括
文
書
管
理
者
を
置
く
。

⚒

総
括
文
書
管
理
者
は
、
事
務
局
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

⚓

総
括
文
書
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

保
存
に
関
す
る
こ
と
。
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二

保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

三

簿
冊
管
理
簿
に
関
す
る
こ
と
。

四

移
管
又
は
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

五

公
文
書
の
管
理
状
況
の
点
検
に
関
す
る
こ
と
。

六

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
職
員
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

七

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
改
善
措
置
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

八

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
研
修
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

九

組
織
の
見
直
し
に
伴
う
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

（
文
書
取
扱
主
任
等
）

第
四
条

委
員
会
の
事
務
局
に
文
書
取
扱
主
任
を
置
く
。

⚒

文
書
取
扱
主
任
は
、
総
括
文
書
管
理
者
が
指
定
す
る
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

⚓

文
書
取
扱
主
任
は
、
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
総
括
文
書
管
理
者
を
補
佐
す
る

ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

公
文
書
の
収
受
及
び
発
送
に
関
す
る
こ
と
。

二

公
文
書
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

⚔

総
括
文
書
管
理
者
は
、
文
書
取
扱
副
主
任
を
置
き
、
文
書
取
扱
主
任
を
補
佐
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
文
書
番
号
）

第
五
条

文
書
及
び
電
子
文
書
（
告
示
を
除
く
。
）
に
は
、
年
度
の
表
示
、
記
号
及
び
番
号
か
ら
な
る

文
書
番
号
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚒

前
項
の
年
度
の
表
示
は
、
文
書
番
号
を
付
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
元
号
の
最
初
の
一
文
字
及
び

当
該
年
度
を
表
す
数
字
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

⚓

第
一
項
の
記
号
は
、
「
山
内
管
」
と
す
る
。

⚔

第
一
項
の
番
号
は
、
一
連
番
号
と
し
、
会
計
年
度
に
よ
り
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
告
示
の
記
号
及
び
番
号
）

第
六
条

告
示
に
は
、
記
号
及
び
番
号
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

⚒

前
項
の
記
号
は
、
「
山
口
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
」
と
す
る
。

⚓

第
一
項
の
番
号
は
、
一
連
番
号
と
し
、
暦
年
に
よ
り
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
信
者
名
）

第
七
条

文
書
及
び
電
子
文
書
の
発
信
者
名
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
決
裁
区
分
）

第
八
条

回
議
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
表
示
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

会
長
の
決
裁
す
べ
き
も
の

甲

二

事
務
局
長
の
専
決
す
べ
き
も
の

乙

（
そ
の
他
）

第
九
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
取
り
扱
う
公
文

書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
令
和
六
年
山
口
県
訓
令
第
四
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

監

査

委

員

山
口
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号

局

中

一

般

山
口
県
監
査
委
員
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
監
査
委
員

山
口
県
監
査
委
員
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
訓
令
は
、
山
口
県
公
文
書
等
管
理
条
例
（
令
和
五
年
山
口
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
山
口
県
監
査
委
員
に
お
け
る
公
文
書
の
管

理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

こ
の
訓
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

公
文
書

山
口
県
監
査
委
員
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
、
図
画
及
び
電

磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
組
織
的
に
用
い

る
も
の
と
し
て
、
山
口
県
監
査
委
員
が
保
有
し
て
い
る
も
の
（
条
例
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

二

電
子
文
書

文
書
の
作
成
に
代
え
て
作
成
さ
れ
る
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ

る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

三

簿
冊
等

能
率
的
な
事
務
又
は
事
業
の
処
理
及
び
公
文
書
の
適
切
な
保
存
に
資
す
る
よ
う
、
単
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独
で
管
理
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
公
文
書
を
除
き
、
適
時
に
、
相
互
に
密
接
な
関
連

を
有
す
る
公
文
書
（
保
存
期
間
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
一
の
集

合
物
に
ま
と
め
た
も
の
（
以
下
「
簿
冊
」
と
い
う
。
）
及
び
単
独
で
管
理
し
て
い
る
公
文
書
を
い

う
。

四

簿
冊
管
理
簿

簿
冊
等
の
管
理
を
適
切
に
行
う
た
め
、
簿
冊
等
の
分
類
、
名
称
、
保
存
期
間
、

保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
及
び
保
存
場
所
そ
の
他
の
必
要

な
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
い
う
。

五

回
議
書

決
裁
に
係
る
一
切
の
公
文
書
を
い
う
。

（
総
括
文
書
管
理
者
）

第
三
条

山
口
県
監
査
委
員
事
務
局
（
以
下
「
事
務
局
」
と
い
う
。
）
に
総
括
文
書
管
理
者
を
置
く
。

⚒

総
括
文
書
管
理
者
は
、
事
務
局
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

⚓

総
括
文
書
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

簿
冊
管
理
簿
の
調
製
に
関
す
る
こ
と
。

二

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
改
善
措
置
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

三

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
研
修
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

四

組
織
の
見
直
し
に
伴
う
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

（
文
書
管
理
者
）

第
四
条

事
務
局
に
文
書
管
理
者
を
置
く
。

⚒

文
書
管
理
者
は
、
事
務
局
次
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

⚓

総
括
文
書
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
文
書
管
理
者
に
充

て
ら
れ
た
者
に
代
え
て
、
当
該
者
以
外
の
者
を
文
書
管
理
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⚔

文
書
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

保
存
に
関
す
る
こ
と
。

二

保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

三

簿
冊
管
理
簿
に
関
す
る
こ
と
。

四

移
管
又
は
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

五

公
文
書
の
管
理
状
況
の
点
検
に
関
す
る
こ
と
。

六

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
職
員
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

（
文
書
取
扱
主
任
等
）

第
五
条

事
務
局
に
文
書
取
扱
主
任
を
置
く
。

⚒

文
書
取
扱
主
任
は
、
文
書
管
理
者
が
指
定
す
る
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

⚓

文
書
取
扱
主
任
は
、
前
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
文
書
管
理
者
を
補
佐
す
る
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

公
文
書
の
収
受
及
び
発
送
に
関
す
る
こ
と
。

二

公
文
書
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

⚔

文
書
管
理
者
は
、
文
書
取
扱
副
主
任
を
置
き
、
文
書
取
扱
主
任
を
補
佐
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
文
書
及
び
電
子
文
書
の
種
類
）

第
六
条

文
書
及
び
電
子
文
書
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

規
程

二

訓
令

三

監
査
公
表

四

告
示

五

一
般
文
書

（
文
書
番
号
）

第
七
条

文
書
及
び
電
子
文
書
（
規
程
、
訓
令
、
監
査
公
表
及
び
告
示
を
除
く
。
）
に
は
、
年
度
の
表

示
、
記
号
及
び
番
号
か
ら
な
る
文
書
番
号
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚒

前
項
の
年
度
の
表
示
は
、
文
書
番
号
を
付
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
元
号
の
最
初
の
一
文
字
及
び

当
該
年
度
を
表
す
数
字
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

⚓

第
一
項
の
記
号
は
、
「
山
監
査
」
と
す
る
。

⚔

第
一
項
の
番
号
は
、
一
連
番
号
と
し
、
会
計
年
度
に
よ
り
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
規
程
等
の
記
号
及
び
番
号
）

第
八
条

規
程
、
訓
令
、
監
査
公
表
及
び
告
示
に
は
、
そ
の
種
類
ご
と
に
記
号
及
び
番
号
を
付
す
る
も

の
と
す
る
。

⚒

前
項
の
記
号
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
山
口
県
監
査
委
員
規
程
」
、
「
山
口
県
監
査
委
員
訓
令
」
、
「
監

査
公
表
」
及
び
「
山
口
県
監
査
委
員
告
示
」
と
す
る
。

⚓

第
一
項
の
番
号
は
、
一
連
番
号
と
し
、
暦
年
に
よ
り
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
信
者
名
）

第
九
条

文
書
及
び
電
子
文
書
の
発
信
者
名
は
、
次
の
表
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
代
表
監
査
委
員
名

と
す
る
。文

書

及

び

電

子

文

書

の

種

類

発

信

者

名

規
程
、
訓
令
、
告
示
そ
の
他
監
査
委
員
の
職
名
に
よ
る
こ
と
を
適
当
と
す
る
文

書
及
び
電
子
文
書

監
査
委
員
の
職
名

監
査
公
表
そ
の
他
監
査
委
員
の
連
名
に
よ
る
こ
と
を
適
当
と
す
る
文
書
及
び
電

子
文
書

監
査
委
員
の
連
名

一
般
文
書
で
事
務
局
長
名
に
よ
る
こ
と
を
適
当
と
す
る
も
の

事
務
局
長
名

一
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軽
易
な
一
般
文
書
で
事
務
局
次
長
名
に
よ
る
こ
と
を
適
当
と
す
る
も
の

事
務
局
次
長
名

（
決
裁
区
分
）

第
十
条

回
議
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
表
示
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

監
査
委
員
の
決
裁
す
べ
き
も
の

甲

二

事
務
局
長
の
専
決
す
べ
き
も
の

乙

三

事
務
局
次
長
の
専
決
す
べ
き
も
の

丙

（
そ
の
他
）

第
十
一
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
取
り
扱
う
公

文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
令
和
六
年
山
口
県
訓
令
第
四
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
口
県
監
査
委
員
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
改
正
）

⚒

山
口
県
監
査
委
員
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
年
山
口
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
章

文
書
等
（
第
九
条－

第
十
四
条
）

を
「
第
三
章

服
務
等
（
第
九
条
）
」
に

第
四
章

服
務
等
（
第
十
五
条
）

」

改
め
る
。

第
三
章
を
削
る
。

第
四
章
中
第
十
五
条
を
第
九
条
と
し
、
同
章
を
第
三
章
と
す
る
。

収
用
委
員
会

山
口
県
収
用
委
員
会
告
示
第
一
号

山
口
県
収
用
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

山
口
県
収
用
委
員
会
会
長

野

村

雅

之

山
口
県
収
用
委
員
会
が
取
り
扱
う
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
程

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
山
口
県
公
文
書
等
管
理
条
例
（
令
和
五
年
山
口
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
山
口
県
収
用
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」

と
い
う
。
）
に
お
け
る
公
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

公
文
書

委
員
会
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
、
図
画
及
び
電
磁
的
記
録

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式

で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と

し
て
、
委
員
会
が
保
有
し
て
い
る
も
の
（
条
例
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

を
い
う
。

二

電
子
文
書

文
書
の
作
成
に
代
え
て
作
成
さ
れ
る
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ

る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

三

簿
冊
等

能
率
的
な
事
務
又
は
事
業
の
処
理
及
び
公
文
書
の
適
切
な
保
存
に
資
す
る
よ
う
、
単

独
で
管
理
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
公
文
書
を
除
き
、
適
時
に
、
相
互
に
密
接
な
関
連

を
有
す
る
公
文
書
（
保
存
期
間
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
一
の
集

合
物
に
ま
と
め
た
も
の
（
以
下
「
簿
冊
」
と
い
う
。
）
及
び
単
独
で
管
理
し
て
い
る
公
文
書
を
い

う
。

四

簿
冊
管
理
簿

簿
冊
等
の
管
理
を
適
切
に
行
う
た
め
、
簿
冊
等
の
分
類
、
名
称
、
保
存
期
間
、

保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
及
び
保
存
場
所
そ
の
他
の
必
要

な
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
い
う
。

五

回
議
書

決
裁
に
係
る
一
切
の
公
文
書
を
い
う
。

（
総
括
文
書
管
理
者
）

第
三
条

委
員
会
に
総
括
文
書
管
理
者
を
置
く
。

⚒

総
括
文
書
管
理
者
は
、
監
理
課
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

⚓

総
括
文
書
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

簿
冊
管
理
簿
の
調
製
に
関
す
る
こ
と
。

二

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
改
善
措
置
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

三

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
研
修
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

四

組
織
の
見
直
し
に
伴
う
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

（
文
書
管
理
者
）

第
四
条

委
員
会
に
文
書
管
理
者
を
置
く
。

⚒

文
書
管
理
者
は
、
監
理
課
の
総
務
管
理
班
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

一
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⚓

総
括
文
書
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
文
書
管
理
者
に
充

て
ら
れ
た
者
に
代
え
て
、
当
該
者
以
外
の
者
を
文
書
管
理
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⚔

文
書
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

保
存
に
関
す
る
こ
と
。

二

保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

三

簿
冊
管
理
簿
に
関
す
る
こ
と
。

四

移
管
又
は
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

五

公
文
書
の
管
理
状
況
の
点
検
に
関
す
る
こ
と
。

六

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
職
員
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

（
文
書
取
扱
主
任
等
）

第
五
条

委
員
会
に
文
書
取
扱
主
任
を
置
く
。

⚒

文
書
取
扱
主
任
は
、
文
書
管
理
者
が
指
定
す
る
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

⚓

文
書
取
扱
主
任
は
、
前
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
文
書
管
理
者
を
補
佐
す
る
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

一

公
文
書
の
収
受
及
び
発
送
に
関
す
る
こ
と
。

二

公
文
書
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

⚔

文
書
管
理
者
は
、
文
書
取
扱
副
主
任
を
置
き
、
文
書
取
扱
主
任
を
補
佐
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
文
書
番
号
）

第
六
条

文
書
及
び
電
子
文
書
（
告
示
を
除
く
。
）
に
は
、
年
度
の
表
示
、
記
号
及
び
番
号
か
ら
な
る

文
書
番
号
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚒

前
項
の
年
度
の
表
示
は
、
文
書
番
号
を
付
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
元
号
の
最
初
の
一
文
字
及
び

当
該
年
度
を
表
す
数
字
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

⚓

第
一
項
の
記
号
は
、
「
山
収
」
と
す
る
。

⚔

第
一
項
の
番
号
は
、
一
連
番
号
と
し
、
会
計
年
度
に
よ
り
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
告
示
の
記
号
及
び
番
号
）

第
七
条

告
示
に
は
、
記
号
及
び
番
号
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

⚒

前
項
の
記
号
は
、
「
山
口
県
収
用
委
員
会
告
示
」
と
す
る
。

⚓

第
一
項
の
番
号
は
、
一
連
番
号
と
し
、
暦
年
に
よ
り
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
信
者
名
）

第
八
条

文
書
及
び
電
子
文
書
の
発
信
者
名
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
そ
の
他
）

第
九
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
取
り
扱
う
公
文

書
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
令
和
六
年
山
口
県
訓
令
第
四
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

一
二
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